
労災事故多発、年末年始に向け取組み強化

～死傷者数366人、前年同月比30人増加～

沼津労働基準監督署
署 長 山中 康久
安全衛生課長 長谷川 渉
電話 055-933-5830

１．労働災害の発生状況（新型コロナウイルスによるものは除く）

令和６年10月31日現在（令和６年１月１日から10月31日）における沼津労働
基準監督署管内（沼津市、裾野市、御殿場市、清水町、長泉町、小山町）における
休業４日以上の労働災害発生状況は以下のとおりです。

（１）業種別死傷災害発生状況
・全業種の死傷者数は366人（前年同月比30人増）

・製造業の死傷者数は94人（前年同月比17人増）

・道路貨物運送業の死傷者数は47人（前年同月比６人増）

・卸売業の死傷者数は16人（前年同月比14人増）

（２）業種別死亡災害発生状況
・全業種の死亡者数は３人（前年同月比２人減）

・製造業の死亡者数は１人
・林業の死亡者数は１人
・ビルメンテナンス業の死亡者数は１人

（３）事故の型別死傷災害発生状況
・転倒による死傷者数は98人（前年同月比９人増）

・墜落・転落による死傷者数は55人（前年同月比10人増）

・はさまれ・巻き込まれによる死傷者数は55人（前年同月比７人増）

・動作の反動・無理な動作による死傷者数は52人（前年同月比７人増）
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令和６年10月31日現在における管内の休業４日以上の死傷者数が366人と前年同時
期（336人）に比べ30人(９％)増加しています。死亡者数は10月に林業で１人死亡す
る災害が発生したことから３人となっています。
沼津労働基準監督署（署長 山中 康久（やまなか やすひさ））は、12月１日か

ら始まる「静岡年末年始無災害運動」に合わせ、管内の事業場に対し労働災害防止活
動の取り組み強化を働き掛けるとともに、パトロールや指導を強化していきます。
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２．令和６年度 静岡年末年始無災害運動について

令和６年度静岡年末年始無災害運動は、年末年始を無事故で過ごし、
誰もが明るい新年をスタートできるように、慌ただしい時期だからこそ
基本的観点に立ち返り、労働災害防止対策を推進していくことを目的と
しています。

（１）期間 令和６年12月１日（日）から令和７年１月15日（水）まで

（２）スローガン
『 違和感を見過ごす先に危険アリ、

年末年始の安全行動。 』

（３）各事業場で取り組んでいただきたい事項
• 「静岡労働局ぬかづけ運動」に基づく転倒災害の防止
• 墜落・転落危険箇所の把握と災害防止措置の徹底
• はさまれ・巻き込まれ災害防止のための機械設備等の総点検と整備
• 経営トップの参加の下に、職場の安全衛生パトロールを実施する等、職場内にお

ける安全衛生活動の総点検の実施
• ４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動の徹底
• 非定常作業（機械設備等の清掃・点検・補修など）における作業方法の確認と災

害防止措置の徹底
• 年末の交通安全県民運動（12月15日～12月31日）の推進、交通労働災害防止ガイ

ドラインに基づく対策の推進

３．労働災害の削減に向けて

沼津労働基準監督署では、第14次労働災害防止計画に基づき、次の３
点を最重要課題として労働災害の削減に取り組んでおります。

（１）建設業における死亡災害の撲滅
建設業においてはリスクアセスメントの結果に基づく適切な災害防止措置の実施と

エイジフレンドリーガイドラインに基づく取り組みの定着を図って行きます。

（２）転倒災害の増加傾向への歯止め
管内で最も多く発生している転倒災害を防止するため、４Ｓ活動の徹底、危険の見

える化の推進、転倒予防体操の励行を事業場に働きかけるとともに、「静岡労働局ぬ
かづけ運動」の普及啓発を引き続き行っていきます。

（３）外国人労働者の労働災害の減少
経済や社会のグローバル化を背景に、外国人労働者の労働災害による労働災害は増

加傾向にあります。外国人労働者には本人が理解できる安全衛生教育の実施、危険の
見える化の推進を図って行きます。

添付資料
・資料１ 「令和６年10月分 死傷病報告受理状況」及び「死亡災害発生状況」
・資料２ 「令和６年度 静岡年末年始無災害運動実施要領」
・資料３ 「静岡労働局ぬかづけ運動」
・資料４ 「第14次労働災害防止計画の概要」



号 号
別 別

6 27 11 16 土 木 工 事 1 10 10
3 1 2 建 築 工 事 2 20 ① 18 2

3 木造建築工事 1 9 -8
その他建設工事 6 ② 8 -2

1 4 -3 小 計 3 37 ③ 45 -8
1 1 2 -1 鉄 道 等 2 -2

5 3 2 4 道 路 旅 客 3 5 -2
2 -2 道 路 貨 物 6 47 41 6

1 9 6 3 小 計 6 50 48 2
2 2 陸上貨物取扱い 4 4

5 港 湾 運 送 1 1
1 2 3 -1 小 計 5 4 1
1 20 14 6 農 業 1 3 -2
2 ① 7 8 -1 6 林 業 1 4 ① 6 -2
1 7 4 3 小 計 1 5 ① 9 -4
1 7 6 1 7 水 産 ･ 畜 産

1 1 卸 売 業 2 16 2 14
5 12 -7 小 売 業 5 33 43 -10

13 ① 94 77 17 8 社会福祉施設 2 27 32 -5
2 1 1 飲 食 店 2 15 12 3

～ ﾋ ﾞ ﾙ ﾒ ﾝ ﾃ ﾅ ﾝ ｽ ① 9 10 -1
旅館等宿泊事業 1 5 ① 5

17 ゴ ル フ 場 1 11 13 -2
製造業 1 1 1 清掃・と畜事業 8 4 4
建設業 2 -2 ※ その他の事業等 8 50 32 18
その他 1 1 派遣業（件数外） 1 ① 25 13 12
製造業 小 計 21 ① 174 ① 153 21
建設業 総 合 計 44 ② 366 ⑤ 336 30
その他

製造業

建設業

その他 1 1
製造業 1 -1 ① 1 1
建設業 2 2
その他 1 2 -1
製造業 1 1 2 -1
建設業 2 2 ① 2 2
その他 2 2

2 -2 8 98 89 9
3 3
1 1
4 6 -2

※その他の事業等

沼 津 労 働 基 準 監 督 署

令和6年10月分　死傷病報告受理状況

2024年10月31日現在
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衣 服

木 材 ･ 木 製 品

家 具 装 備 品

パ ル プ ・ 紙

印 刷 ･ 製 本

化 学

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼

前年比
6年 5年

金 属

一 般 機 械

電 気 機 械

輸 送 用 機 械

電 気 ガ ス 水 道

その他の製造業

小 計

鉱 業
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年累計木 工 機 械

に よ る 災 害
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運 輸 業
そ の 他 の 業 種
合 計

新型コロナウイルスによるものは除く

○内の数字は死亡件数で内数

8.3理美容業　8.4その他の商業　9金融・広告業　10映画・演劇業　11通信業　12教育・研究業　13.1医療保健業　13.3その他の保健衛生業
14.3その他の接客娯楽業のうち14.3.1のゴルフ場以外　16官公署　17.2その他の事業

10月
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年累計
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電 気 機 械

輸 送 用 機 械

そ の 他 の 業 種

hasegawaw
フリーテキスト
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発 生 月 業 種 事故の型

発生時間 規 模 起 因 物

２月 一般機械器具製造業 激突され

１６時～１７時 ３00人以上 プレス機械

４月 ビルメンテナンス業 墜落、転落

９時～１０時 100～299人 その他の用具

10月 林業 激突され

13時～１4時 10～29人 立木等

沼津労働基準監督署

2

　地上４階建て建築物の窓清掃業務をロープ高所作業により行っていたと

ころ、屋上塔屋の部材に緊結していたメインロープ及びライフラインが外

れ、高さ約13メートルの位置から地上へ墜落したもの。

3

国有林で伐木等の作業に従事していた被災者が、終業時刻になっても戻らな

いことから作業場所を探したところ、倒れた枯損木の下敷きになっている

ところを発見された。被災場所には伐倒後の切り株があり、根本から倒れ

た枯損木にはつるが巻き付いていた。発見時の被災者は背中に枯損木が覆

い被さり、両膝を折り曲げ、座るような姿勢で、上半身はうつ伏せの状態

であった。

死亡災害発生状況

1

No 発　生　状　況

　派遣労働者である被災者がタレットパンチプレスを用いて作業していた

際、金属板がクランプされていない不具合が発生したため、テーブル付近で

調整作業を行っていたところ、テーブルが動きだしキャリッジ端部のカバー

が顔面右こめかみに激突し死亡したもの。

2024年10月31日現在令和６年



令和６年度 静岡年末年始無災害運動実施要領 

 
１ 趣旨 

令和６年度静岡年末年始無災害運動は、年末年始を無事故で過ごし、誰もが明るい新

年をスタートできるように、慌ただしい時期だからこそ基本的観点に立ち返り、労働災

害防止対策を推進していくことを目的としている。 

静岡県内では労働災害により令和６年 10月末現在で 14人もの尊い命が失われている。

このうちはさまれ、巻き込まれにより死亡した労働者が６人、次いで墜落、転落により死

亡した労働者が３人と昨年同様、この２つの事故の型を起因とした事故で多くの労働者

の方々の命が失われている。 

休業４日以上の死傷者数は 10月末現在で 3,657人と前年同期に比べ 423人（10％）減

少しているが、新型コロナウイルス感染症によるものを除くと、75 人（２％）増加して

いる。転倒災害については、10 月末現在の死傷者数は 825 人と前年同時期に比べ 15 人

（２％）減少しているものの、全死傷者数の 24％と多くを占めている。また、前年度の

同運動期間中の転倒災害による死傷者数は 168人と一昨年同時期と比べ 31人増加し全死

傷者数の 29％以上を占め、年末年始に転倒災害が増加する傾向にある。 

このような状況の中、「転倒」、「墜落・転落」、「はさまれ・巻き込まれ」の災害防

止を重点実施事項とし、以下の基本的観点に立ち「令和６年度静岡年末年始無災害運動」

を県下一斉に展開することとする。 

 

２ 基本的観点 

〇 いかなる時代にあろうとも、「労働災害は本来あってはならないもの」であり、労

働災害防止は企業の社会的責任であること。 

〇 「安全最優先」の思想は先人の尊い犠牲によるものであり、「安全のルール」はそ

の貴重な教訓であること。 

〇 一人の不安全行動は、他の人の不安全行動を招き、多数の災害を誘発するおそれが

あること。 

〇 無事故の帰宅は、本人を取り巻くすべての人の当然かつ切なる願いであること。 
 
３ スローガン 

『 違和感を見過ごす先に危険アリ、年末年始の安全行動。 』 

 

４ 実施期間 

令和６年 12 月１日から令和７年１月 15 日 

 

５ 主唱者 

静岡労働局、管下各労働基準監督署、（公社）静岡県労働基準協会連合会、県下各労働

基準協会、建設業労働災害防止協会静岡県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会静

岡県支部、林業・木材製造業労働災害防止協会静岡県支部、港湾貨物運送事業労働災害防

止協会東海総支部清水支部、（一社）日本ボイラ協会静岡支部、（一社）日本クレーン協

会静岡支部、（公社）建設荷役車両安全技術協会静岡県支部、（独）労働者健康安全機構

静岡産業保健総合支援センター、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会静岡支部 

資料２ 



 

 

６ 事業場が実施する重点実施事項 

(1) 「静岡労働局ぬかづけ運動」に基づく転倒災害の防止 

(2) 墜落・転落危険箇所の把握と災害防止措置の徹底 

(3) はさまれ・巻き込まれ災害防止のための機械設備等の総点検と整備 

 

７ 事業場が実施する共通対策 

(1) 経営トップの参加の下に、職場の安全衛生パトロールを実施する等、職場内

における安全衛生活動の総点検の実施 

(2) ４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動の徹底 

(3) 非定常作業（機械設備等の清掃・点検・補修など）における作業方法の確認

と災害防止措置の徹底 

(4) 年末の交通安全県民運動（12 月 15 日～12 月 31 日）の推進、交通労働災害

防止ガイドラインに基づく対策の推進 

(5)  「静岡年末年始無災害運動」ポスター等の職場ごとでの掲示 

 

８ 各労働災害防止団体等が実施する事項 

(1) 会員事業場に対する本運動の趣旨の周知徹底 

(2) 安全衛生パトロールの実施等、会員事業場の自主的な安全活動の支援 

(3) 「静岡年末年始無災害運動」ポスター及び各団体等が独自に作成する資料等

の配付 

 

９ 静岡労働局が実施する事項 

(1) 新聞等の報道機関、機関紙、ホームページなどを通じての広報 

(2) 県市町、労働災害防止団体、事業者団体等への会員事業場における取組につ

いての依頼 

(3) 労働局長等による安全衛生パトロールの実施 

(4) 「静岡年末年始無災害運動」ポスターの労働災害防止団体等と連携しての各

事業場での掲示依頼 

 

10 各労働基準監督署が実施する事項 

(1) 労働災害防止団体の分会、労働災害防止協議会及び事業者団体等への会員事

業場における取組についての依頼 

(2) 署幹部による安全衛生パトロール等の実施 

(3) 「静岡年末年始無災害運動」ポスターの説明会等の機会における配付 

(4) 労働災害多発業種及び事業場等に対して、災害の実態に応じた監督指導等の

実施 



静岡県内における労働災害（令和5年 4,576件）

職場の安全対策を！ 静 岡 労 働 局

れた場所

いだん

かた

床の水たまりや氷、油、粉類

など危険な状態をみつけ、対

策を講じていますか？

階段や段差のある場所など、

転倒リスクの高い箇所に対し

て対策を講じてしますか？

身の回りの整理整頓など、

日々、作業者への意識づけ、

教育などを行っていますか？

ストレッチや転倒予防体操な

ど運動を行って、転倒しにく

い体づくりに努めましょう！毎日の

静岡県内では、平成21(2009)年から連続し、転倒災害が「事故の型」ワーストワンとなって
います。転倒災害を少しでも減らすため「静岡労働局ぬかづけ運動」を展開しています。

動作の反動・無理な動作
644件

転倒
1,191件

墜落・転落
666件

その他
1,458件

はさまれ
・巻き込まれ

568件

転倒
全体の

26％

資料３



エクオール10mgを12ヶ月摂取すると
骨密度の減少率を抑えられたというデータがあります。

女性ホルモンに似た働きをする注目の成分「エクオール」とは
エクオールとは、大豆イソフラボンの一種であるダイゼインが
腸内細菌によって代謝され生まれる成分です。
このエクオールこそが、エストロゲンと似た働きをすることが
わかっています。ただしエクオールを作れる人の割合は、
日本人で約5割といわれています。
若い年代の人では20～30％の人しか作れません。
エクオールを作れる人でも、大豆食品の摂取を心がけ、
体内にエクオールがある状態を保てるようにサプリメントなどから
摂取することをオススメします。

〇中央労働災害防止協会「STOP！転倒災害プロジェクト」
https://www.jisha.or.jp/campaign/tentou/index.html

〇一般社団法人 日本転倒予防学会 http://www.tentouyobou.jp/

参 考

STOP！転倒 検索

は『転倒予防』の日
テン トウ ・・

※転倒リスクの高い箇所をわかりやすく「ぬかづけ」と提唱したのは「日本転倒予防学会」の前理事長 武藤芳照氏です。

静岡労働局 労働基準部 健康安全課

静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎３階 ℡ 054-254-6314 【R6.05】

静岡県内における令和５年の転倒災害1,191件の内訳

男性
480件 女性

711件

女性が約６割
10代
5件

20代
34件

30代
40件

40代
75件

50代
197件

60代
248件

70代
112件

内

※参考

4日～1週
38件

1週～2週
91件

2週～1月
162件1～3月

321件

3～6月
86件

6月～
13件

約６割が

休業1月以上

静岡労働局と大塚製薬は包括連携協定を締結し、働く皆様の健康増進を推進しています。

転倒災害の約６割が女性で、内８割以上が40代以上であり、約６割が休業１月以上となっています。

８割以上が

40代以上

https://www.jisha.or.jp/campaign/tentou/index.html
http://www.tentouyobou.jp/


第14次労働災害防止計画の概要
（静岡労働局）

労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が
安全で健康に働くことのできる職場環境の実現に向けて

近年、全国的には、労働災害による死亡者数は減少しているものの、県内の死亡者
数は建設業を中心に増加しており、労働災害による休業４日以上の死傷者数について
も、ここ数年増加傾向にあります。また、労働災害発生率が高い６０歳以上の高年齢
労働者が増加しているほか、外国人労働者の労働災害発生率も高い状況にあります。
さらに、中小事業場の労働災害の発生が多数を占めており、中小事業場を中心に安全
衛生対策の取組促進が不可欠な状況にあります。
職場における労働者の健康保持増進に関する課題については、メンタルヘルスや過

重労働、コロナ禍におけるテレワークの拡大や化学物質の自律管理への対応等多様化
しており、現場のニーズの変化に対応した活動の見直し等が必要となっています。
このような状況を踏まえ、静岡労働局では、労働災害を少しでも減らし、労働者一

人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、２０２３年度を初年
度とし、５年間にわたり、当局、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に
取り組むべき事項を定めた静岡労働局第１４次労働災害防止計画を策定しました。

計画の期間

計 画 の
総合的な目標

① 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
② 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
③ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
④ 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
⑥ 業種別の労働災害防止対策の推進（陸上貨物運送事業・建設業・製造業・林業）
⑦ 労働者の健康確保対策の推進（メンタルヘルス・過重労働・産業保健活動）
⑧ 化学物質等による健康障害防止対策の推進
（化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線）

８つの重点事項

2023年4月1日から2028年3月31日まで

◆死亡災害
第 １３次計画期間と比較して、第１４次計画期間の

労働災害による死亡者数を、５％以上減少させる
◆死傷災害

２０２２年と比較して、２０２７年までに労働災害
による休業４日以上の死傷者数を、減少させる

資料４








